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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２３年１０月２０日 

                         運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  石 川 敏 行 

                           

事故種類 火災 

発生日時 平成２３年５月１８日 １１時４５分ごろ 

発生場所 静岡県浜松市浜名港入口南方沖 

 浜松市所在の舞阪灯台から真方位２０７°２.４海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３４°３８.５′ 東経１３７°３５.３′） 

事故調査の経過 

 

 

平成２３年５月２７日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

機関、出力、進水等 

 

漁船 第八海
かい

勝
しょう

丸、９.１トン  

ＳＯ２－３７６１、個人所有 

１４.２０ｍ（Lr）×３.１９ｍ×１.１８ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、漁船法馬力数１２０、昭和５８年４月 

乗組員等に関する情報 船長 男性 ６５歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士 

  免許登録日 昭和５６年３月６日 

  免許証交付日 平成１８年１１月２０日 

        （平成２４年６月５日まで有効） 

死傷者等 なし 

損傷 機関室内の電気配線、蓄電池、主機付発電機等焼損 

事故の経過 

 

 

 

本船は、船長が１人で乗り組み、浜名港入口南方１２Ｍ付近でのしらす

２そう引き漁を終えて浜名港に向けて北進中、平成２３年５月１８日１１

時４５分ごろ、浜名港入口南方約２.４Ｍにおいて、主機の異常警報装置が

作動した。 

船長は、主機を停止したのち、操舵室を出て機関室入口引き戸から同室

内を見たところ、主機と右舷燃料タンクとの間の床板付近から炎が上がっ

ているのを認めた。 

船長は、操舵室に戻り、僚船（以下「僚船Ａ」という。）に現状を連絡

し、僚船Ａの船長が別の僚船（以下「僚船Ｂ」という。）に救援を要請し

た。 

本船は、僚船Ａ及び持運び式消火器を持って駆けつけた僚船Ｂによる消

火活動で鎮火し、僚船Ａに横抱きされた状態で浜名港に帰港した。 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西、風力 ３ 

海象：平穏 

その他の事項 

 

 

本船は、機関室のほぼ中央に主機が据え付けられ、その両側に燃料タン

クが配置されていて右舷燃料タンクの船尾方に蓄電池２個が設置されてい

た。 
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 主機と燃料タンクとの間には、木製の床板が敷かれており、右舷床板の

下部に蓄電池からの電線が配線されていた。 

本船は、蓄電池を約２年前に取り替えていた。 

本船は、火災発生前、主機及び周辺機器に異状を認めなかった。 

船長は、主機の異常警報装置が作動した際、警報の内容を確認しなかっ

た。 

本船は、機関室内に持運び式消火器１本を備えていたが、火災が発生し

て船長が同室内に入れず、消火活動ができなかった。 

本船は、船長が火災を認めた約２０分後に僚船Ａ及び僚船Ｂが駆けつ

け、僚船Ａの持運び式消火器１本及び僚船Ｂの持運び式消火器３本を使用

して鎮火した。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

なし 

あり 

なし 

本船は、浜名港入口南方沖を航行中、主機と右

舷燃料タンクとの間の木製床板付近から出火した

ことから、周囲の可燃物に延焼したものと考えら

れる。 

本船は、木製床板付近の下部に配線された蓄電

池からの電線が経年劣化等による被覆の絶縁低下

を生じて過熱し、木製床板から出火するに至った

可能性があると考えられるが、その状況を明らか

にすることはできなかった。 

原因 本事故は、本船が、浜名港入口南方沖を航行中、主機と右舷燃料タンク

との間の木製床板付近から出火したため、周囲の可燃物に延焼したことに

より発生したものと考えられる。 

 




